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第1章  事業者の名称及び住所 

名    称：東埼玉資源環境組合 

代表者の氏名：管理者 福田 晃 

所  在  地：埼玉県越谷市増林三丁目2番地1 

 

第2章  対象事業の目的及び概要 

2.1  対象事業の名称等 

2.1.1  名称 

第一工場ごみ処理設備プラント更新事業 

 

2.1.2  対象事業の種類 

廃棄物処理施設の設置及びその施設の変更 

（埼玉県環境影響評価条例施行規則 別表第一 第6 号） 

 

2.2  対象事業の目的 
東埼玉資源環境組合（以下、「組合」という。）が設置している第一工場ごみ処理施

設（以下、「第一工場」という。）及び第二工場ごみ処理施設（以下「第二工場」とい

う。）は、埼玉県東南部地域5市1町（越谷市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏

町（以下、「構成市町」という。））から排出される可燃ごみの処理を担ってきた。 

そのうち、第一工場については、平成7年度（1995年度）の稼働後、老朽化が進行して

いたことから、平成28年度（2016年度）から令和元年度（2019年度）の4年間で基幹的設

備改良工事を行い、施設の安定稼働に向けた整備を行った。また、安全かつ安定的な施

設の稼働を行うために策定した「第一工場ごみ処理施設長寿命化総合計画」では、延命

化目標年度を稼働から38年後の令和15年度（2033年度）とし、現在も延命化を図るため

の工事を行っている。しかしながら、一般的に廃棄物処理施設は、他の施設と比較して

性能低下や摩耗の進行が速く、施設全体としての耐用年数が短いとされており、供用年

数は概ね20年から25年程度で廃止を迎える施設が多くなっていることから、今後の稼働

については、施設の更新が必要となる。 

以上のことから、今後も安心・安全で持続可能なごみ処理を行うため、第一工場の設

備更新にかかる事業を推進することとした。 
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2.3  対象事業の実施区域 
本事業における対象事業実施区域（以下、「計画地」という。）の位置は図1に示すと

おりである。 

本事業は、既存の第一工場の設備更新であり、基本的には既存の第一工場が稼働して

いる組合敷地内で事業実施予定であるが、工事に伴い既存の第一工場周辺に建設機械等

の配置が必要となるため、重機作業区域を設け、当該区域は必要に応じて地盤改良等を

実施する。そのため、計画地は、図2に示す組合敷地（45,875.44m2）と重機作業区域

（13,554m2）とする。 
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図 1 計画地の位置 
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図 2 計画地内の状況 

越谷総合公園 

組合敷地 

組合敷地 

 
重機作業区域 
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2.4  対象事業の規模 
本事業の規模（処理能力）は、720t/日(180t/日・4炉)である。 

 

2.5  対象事業の実施期間 
本事業に係る設備更新後の施設（以下、「対象施設」という。）の供用開始までの全

体工程は、表1に示すとおりである。 

本事業はプラント設備の更新事業であり、建物は既存の第一工場を継続して使用し、

プラント設備については、既存の焼却施設を稼働させながら、順次、更新工事を実施し

ていく計画である。また、設備更新工事中は、更新工事が完了した炉から、順次、稼働

させていく。 

工事は令和9から19年度にかけて約11年間実施し、令和20年度から設備更新後の施設の

供用（4炉全て稼働）を開始する計画である。 

 

表 1 全体工程  

年度 
項目 

令和 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

環境影響評価 
（評価書までの手続き） 

               

設備更新工事 
               

設備更新後の供用開始 
               

注：実施期間は、現在の予定であり、変更する可能性がある。 
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第3章  環境に影響を及ぼす地域 

3.1  環境に影響を及ぼす地域の基準 
本事業に係る環境に影響を及ぼす地域は、「埼玉県環境影響評価条例施行規則 別表第 

二」に基づき、「対象事業が実施される区域の周囲3キロメートル以内の地域」とす

る。 

 

3.2  環境に影響を及ぼす地域 
前項の基準に基づき設定した、本事業に係る環境に影響を及ぼす地域は、図3に示すと

おりであり、越谷市、吉川市、松伏町の2市1町の一部が含まれる。 
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図 3 環境に影響を及ぼす地域 



 

 

 

本書で使用している地形図は、国土地理院発行の電子地形図 25000 及び電子地形図
（タイル）を使用している。 
空中写真は、国土地理院撮影の空中写真（2019 年撮影）を使用している。 
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